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事業者各位

余裕期間設定工事の試行について

本市が発注する建設工事について、建設資機材の調達、建設労働者の確保を計画的に行

うなど受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、余裕期間設定工事を試行します。

１．目的及び効果

（１）目的

・労働者の確保や建設資機材の準備期間を余裕期間で確保

・技術者の配置、施工時期の平準化

（２）効果

・手持ち工事と余裕期間設定工事の関係において、技術者等の配置を要する期間が重複

しなければ、専任を要する工事であっても、同じ技術者等を配置することが可能とな

ります。

・建設機械などを有効活用することが可能となります。

・契約時において技術者等を配置できない場合も、工事着手日に配置できる場合は、受

注可能となります。

２．概要

・余裕期間は、契約締結日から工事着手日の前日までの期間とします。

  発注者は、実工期の３０％以内、かつ、６０日以内の期間で工事着手期限日を定めて、

入札公告等に明記します。

  落札者は、工事着手期限日内で、任意の工事着手日を設定できます。

（実工期の工事日数は、入札公告等の工事日数から変更できません。）

・余裕期間は、主任（監理）技術者及び現場代理人の配置は必要ありません。

・余裕期間は、測量、資機材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手

してはなりません。

３．その他

（１）契約保証の取扱い

・契約保証の保証期間は、余裕期間を含めた契約期間を満たすことが必要です。

（２）前払金の取扱い

・前払金は、工事着手日の１４日前から請求できるものとします。

（３）工事実績情報システム（ＣＯＲＩＮＳ）への登録

・受注時の登録を行う場合は、工事着手日後１０日以内に登録するものとします。

  技術者等の従事期間は、実工期を登録するものとします。



発注時

契約時 余裕期間

　前払金の請求（工事着手日の１４日前から）

契約締結日 【発注者が指定】

余裕期間設定工事の概要

発注時の契約工期

（発注者があらかじめ設定した実工期と余裕工期の合計）

契約時の契約工期

工事着手期限日

工期の終期日

実工期（契約書に記載される工期）
※発注時の実工期の工事日数から変更不可

工期の終期日

工事着手日

【受注者が設定】

（工期の始期日）

余裕期間 実工期（工事日数：○○日間）

入札
工期には、準備、後片付け期間を含む

契約保証の保証期間

主任（監理）技術者及び現場代理人の配置を要する期間

ＣＯＲＩＮＳに登録する従事期間

契約に伴う各種書類の提出
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・工事着手届（様式第２１－１号）

・工事工程表（様式第２２－１号）※余裕期間を含まない

・現場代理人及び主任技術者等選任通知書（様式第２４－１号）

・工事部分下請通知書（様式第２７－１号）

・施工計画書、使用材料報告書 など

①契約の前日まで

・工事着手通知書（別記様式）を提出

※契約締結日から工事着手期限日ま

での間で任意に工事着手日を設定

※工事着手日と実工期の終期日は、

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

は設定できない

②契約締結日

・工事請負契約書（様式第１３－１号）

※工期は工事着手日と実工期の終期

日を記載

・契約保証に関する書類を提出

※保証期間は、余裕期間を含めた契

約工期


